
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度最初の参観日【４月２２日】ではたくさんの方々のご参観ありがとうございました。またＰＴＡ総会書面決議は

全可決により新年度ＰＴＡ組織もスタートしました。今年度も大変お世話になります。どうぞよろしくお願いいたし

ます。家庭訪問や５月１１日からの春の全国交通安全運動の立ち番等もありがとうございました。   

矢野小との合同授業【１年】【５月８日】【鍵盤ハーモニカ講習会】  

 

 

 

矢野小との合同授業【３年】【５月１１日】 

【リコーダー講習会】３年で初めてリコーダー

の使い方を学びます。当日は講師先生の奏

でる音色にみんな聴き入ってしまいました。

魅力やコツを楽しく教えてもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

若狭野小っ子５４名となりました！ 若狭野小学校を支えてくださる先生もお二人紹介いたします。 

 こいのぼりが元気に泳ぐ５月、うれしいことに若狭野小学校に６年生のお友だちがひとりふえました。 

また、４月末より、新任教諭支援担当の先生、スクールカウンセラーの先生がきてくださっています。どうぞ宜しく

お願いします。 

火災避難訓練・引き渡し訓練 【５月１５日】  

理科室から火災が発生した 

設定で行いました。放送をよく 

聞き、火元から離れた階段から 

避難しました。「おかしも」のこと 

や煙の怖さ、火元から離れて逃 

げることなど再確認しました。 

災害は、いつどこで起こるかわかりません。

ご家庭におかれましても、避難訓練の様子を

聞いたり命を守るための行動についてのお話

をしたりしていただけたら幸いです。引き渡し

訓練のご協力、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車教【３年・４年】【５月１０日】 

５月１０日、自転車教室を行いました。 

警察や交通安全協会婦人部、 市役所 

危機管理課の方々にお世話になりな 

がら、自転車の正しい乗り方や命を守 

るための約束事等について学びました。 

４月より道路交通法の一部が改正され 

自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務になりました。各ご家庭に

おかれましては今一度、自転車のブレーキやライト点検、ヘルメット等

につきまして、ご確認等のご協力をよろしくお願いいたします。（保護

者のみなさまには自転車の準備、関係者の方々には当日の準備やお

話、ご指導等ありがとうございました。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 ５月 ２２日 

第 ２ 号 

相生市立若狭野小学校 

      

５月８日より、５類感染症への移行となりました（今後の対応等につきましては裏面をご覧ください） 

 令和５年度がスタートして１ヶ月半が過ぎました。新１年生６名も休み時間は校庭に出てダンゴムシを見つけたり上の
学年の人たちと遊具で遊んだりと元気いっぱいの姿を見せてくれています。日々、学校教育に多くのご理解ご協力をい

ただきありがとうございます。５類移行となり子どもたちの笑顔もさらに輝きを増したように感じます。今後はコロナ禍

での工夫や改善を生かしつつ従来の学校教育活動にむけ取り組んで参ります。子どもたちに寄り添いながら、必要な感

染対策を実施した上で安全・安心な環境で充実した学校生活を送ることができるよう保護者や地域の皆様方のお声やご

支援をいただきながら取り組んで参ります。どうぞよろしくお願い申しあげます。 

 先日、若狭野小学校に他市から来客が立て続けにありました。若狭野小学校や若狭野の景色、心地よさに感動されて

おられました。私自身も若狭野地域の町並みや景色が大好きです。山や川、田んぼや畑、先日は歩いていると山からうぐ

いすの鳴き声が聞こえてきて、里山中に響き渡っていました。しかし、この景色や自然は決して、あるがままにあるので

はないのだと知りました。若狭野地区を大切にしている若狭野の方々の思いと細やかな手が行き届いているのだと知り

ました。畑や田んぼ、畦や山の草刈りや手入れ、水の管理など、日々お世話をしてくださっているからだとわかりました。

子どもたちがまむし等にかまれないように、学校そばの畑や土地の持ち主の方々が、溝の草刈りや掃除をこまめにして

くださっています。また各地域においても通学路や畦の草刈り、溝掃除などを定期的にしてくださっています。地域や保

護者の方々のおかげで、若狭野小学校の子どもたちや景色、自然が守られているのです。 

今年度も子どもたちは、生活科や総合学習の時間を使い、地域探検や農業体験等をしながら自分たちの住む「若狭野」

について体感し、調べ、考え、課題解決学習と協同学習を通し、一人一人の発見や学びを深めて参ります。見学や体験な

ど今年度もどうぞご支援ご協力をお願いいたします。また農業体験・環境体験では、学校支援ボランティアの福本様にお

世話になり、大豆作り、さつまいも作りに挑戦してまいります。さらには、今年度、JA 兵庫西若狭野支店、JA 兵庫西西播

磨営農生活センター、農事組合法人瑞穂ファームのみなさんにお世話になり、田植え体験や稲刈り体験を全校みんなでさ

せていただく予定です。発見や喜びのある貴重な体験活動になることと思います。 

たくさんの方々に日々、支えていただいている若狭野小学校。地域の方々のあたたかい思いやご協力、景色に感謝し、

大切にしながら、学校教育活動を進めて参ります。今後もどうぞよろしくお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 ６ 月 の 行 事 日 曜日 ６ 月 の 行 事 

1 木 
交通安全指導日 校内安全点検  

体重測定(高) 
16 金 

合同授業（６年）遺跡見学 

合同授業（４年）美化センター 

2 金 学校参観日 17 土  

3 土 
体重測定(低) 

ペーロン体験乗船（午後）4，5，6年 18 日 
 

 

4 日 
 

19 月 水泳指導開始(プール開き) 

5 月 
代休 

20 火 
学校徴収金引落日(第 2次) 

代表委員会   若小タイム 

6 火 たてわり遊び計画（わかあゆタイム) 21 水 ケータイ・スマホ教室（4校時 ５・６年） 

7 水  22 木  

8 木 田植え体験（全校）  たてわり遊び(中休み) 23 金 
 

9 金 プール清掃   救命救急講習会：教職員 24 土 
 

10 土  25 日  

11 日  26 月  

12 月 
プール清掃（予備日） 学校徴収金引落日 

できたよ週間（～16日・鉄棒） 
27 火 

 

若小タイム 

13 火 若小タイム    巡回相談 28 水 教師研修のため、１４：３０下校 

14 水 
市内生活単元学習（はじめましてよろしくねの会） 

尿検査（２次）    矢ノ川っ子チャレンジデー 
２９ 木 

 

15 木 交通安全指導日  クラブ活動 ３０ 金 
 

出前授業【６年 理科】 ５ 月１7日  

ゲストティーチャー 園部 誠司 様 
 

 

 

 

 
 

園部 誠司先生に今年度も「アメーバ」と「ゾウ

リムシ」の観察の出前授業をしていただきました。

位相差顕微鏡やプレパラートピペットの実験器具

などの使い方も教えていただきながら行いまし

た。小さな世界に生きる生物の命の不思議さや

活動の特性に驚きながも楽しく熱中して取り組

みました。      ありがとうございました。                            

                       

 総合学習の時間【６年】５ 月１６日  

 ゲストティーチャー 米澤隣保館長 様 
 

 

 

 

 

 

若狭野の歴史や文化等について、お話をして

くださいました。 昔、若狭野は力のある人たち

が手に入れたいと思う、おいしいお米のとれる

魅力ある土地・地域であったことや自分たちが

知っているようで、まだまだ知らない若狭野に
ついて興味津々で聞いていました。これからは

自分が調べていくぞという、意気込みも感じら

れた時間でした。   ありがとうございました。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感

染症対策について 
 

 ５月８日、相生市教育委会より保護者向けの文書がでました。新型コロナ
ウイルス感染症が５類感染症に移行することを踏まえ、下記のとおり必要な
感染防止対策を実施した上で、学校活動を継続していくことといたします。 
 

１ 学校教育活動は「マスクの着用を求めないこと」を基本に、次のような感

染防止対策を実施した上で行う。 

   (1)児童生徒の健康状態の把握 

(2)適切な換気の確保 

(3)手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導 

    ただし、地域や学校において感染が流行している場合などには、場面

に応じて、「近距離」「対面」「大声」での発生や会話を控えること、児童生

徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること等の措置を一時

的に講じることが考えられる。 
 

２ 学校における出席停止措置等の取扱いについて 

   (1)児童生徒の新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合 

a 学校まで欠席の連絡をお願いします。（休日・夜間の連絡は不要で

す。期間中は、出席停止として取り扱います。）  

b 出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快

した後一日を経過するまで」とする。 

c 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用

を推奨する。なお、マスクの着用の有無によって差別・偏見等がな

いように、適切に指導を行います。 

(2)同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合 

a 児童生徒本人の発熱等体調不良がない場合は、登校可能です。 
 

３ 家庭での感染防止対策について 

    (1)児童生徒等の健康状態を把握することが継続して重要となります

が、検温についての学校への報告は必要ありません。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


